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第２６回伊賀市農業委員会総会

（計２２名）

議　　　　事

それでは時間となりました。
月次総会に入る前に、総会資料（事項書）をご覧いただきまして、３．のその他という事項
で、伊賀市農業振興地域整備計画の総合的な見直しについてを農林振興課の方からご
説明していただきたいと思いますので、この資料「伊賀市農業振興地域整備計画の総合
的な見直しについて（案）」という資料をご覧いただきたいと思います。
それに基づいて、農林振興課〇〇主幹の方からご説明申し上げますので、よろしくお願
いします。

皆さんこんにちは。
伊賀市農林振興課の〇〇です。いつもお世話になっております。ありがとうございます。
先ほど、局長の方から紹介がありましたとおり、ちょっとお時間をいただきまして、農業振
興地域整備計画の見直しという事で今年度やって参りたいと思っておりますので、概要を
簡単に説明させていただきたいと思います。
座って説明させていただきます。失礼します。

この１枚ものの資料「農業振興地域整備計画の見直し」という紙を配らさせていただいてあ
ります。
この農業振興地域整備計画という制度自体はよく言葉で出てくる農用地の除外であるとか
編入とか、そういった事をする時の手続きに必要になる計画でございまして、例えば、農
振除外をする時とか農振を編入する場合には、この農業振興地域整備計画を変更しなけ
ればならないという事が法律で定められております。
そういった事で、今回何をするのかというと、総合的な見直しという事で書いてあるとおりで
すね、将来的な農地利用を確保すべき土地などを指定するもので、農業施策や土地利
用の規制が対象となるもので、これ、国の方では５年ごとに基礎調査を実施して、この計
画の総合的な見直しを行うものであります。

今年度につきましては、この調査の一環として、地域の実情を把握して計画に反映すると
いう事で、各支所単位で地域の住民自治協議会の代表者に説明会を開催したいという説
明でございます。
ちなみに、前回は平成２９年の１１月から約２ヶ月ぐらいをかけて住民自治協議会単位で
説明会をさせていただいて、だいたい１年から２年ほどかかって平成３１年の４月に変更し
たという経緯がございます。

また、１番下に書いてある（３）の参考というところで、一般管理という俗に言う半年に１回実
施しているもので、目的があって転用したいけど農用地に入っているので除外したいとい
うケースや中山間の事業を取り組みたい、多面的支払事業をするにあたって農振地域に
入っていないので編入したいというケースで手続きがあれば例年どおり半年１回の手続き
を行っておりました。



事務局
（司会）

今回、総合的な見直しというのは、目的がなくても例えば、地域の声で「ここは将来農地と
して残しておいても振興できないじゃないか」という場所があれば除外する。もちろん、編
入も可能で、これからこの箇所を振興していかなければならないという箇所は編入しても
らっても構わないですが、例えば、昔に基盤整備しなかったかの理由はわからないが出
来なかったかで、現在、山林化しているような箇所がある場合は、この際に除外するという
事が可能となっております。

そういった事で、現段階のスケジュールでは（案）の状態ですが、今思っていることは、支
所単位で住民自治協議会の代表者会議があると聞かせてもらっているので、早い地域は
８月下旬ぐらいから（阿山が一番早いんですかね。２５日だと）このように自治協議会の代
表者の方が寄っていただく機会に合わせて、こういった事をしていますよと説明させてい
ただいて、また、その各地区でまとめていただいたものを市の方で取りまとめをしたいと
思っております。

農振の除外については、何でも外せる訳でないので、例えば、基盤整備がされている所
についてはもちろんの事除外はできません。
荒れてしまっているけど基盤整備がされているのでなかなかできないという所について
は、この５年に１回の見直しで除外ができるという訳ではございませんので、その辺はよく
勘違いされる方がおられるんですけど、普通の一般管理同じで目的があるかないかだけ
の話なのでちゃんと基盤整備されている、国等からのお金が充てられているような所は外
せないという事となっています。

この資料の真ん中あたりの下に手続きの流れというのが記載されておりますが、まだ各調
整ができていない日もありますが、各支所単位で住民自治協議会の方に説明させていた
だいて、各自治会の方に関係資料（地図等）を持ち帰ってもらって自治会（区）の中で「こ
こは、もう山になってしまっている場所やから除外しよう」というような場所があれば除外し
ていただく協議や調整をしていただき、それを地図と紙でまとめていただいたものを自治
協議会へ提出いただくという方向で考えております。
その後、この書類を受け取っていただいた住民自治協議会の代表の方については、各担
当地区の農業委員さん、推進委員さんに確認してもらって市の方へ提出していただく流
れとなっております。

スケジュール的には年内ぐらいを目途にと思っていますが、まだ流動的ですが年内を予
定しております。
それから、この８月に各住民自治協議会に説明をさせてもらって取りまとまったものが年末
ぐらいには委員さんへ確認の依頼があり、確認したものを自治協議会さんがまとめて市の
方へ提出していただけると思っております。
なお、無い地区もあるかもしれませんが、これから各住民自治協議会から書類等が出てき
たら協力をお願いいたします。

本日は、この１枚ものの資料だけですが、まとめ方等の資料を８月中にはご案内させても
らおうと思っておりますので、委員さんの皆様にはご認識いただきたいと思います。

あと、制度的の話になりますが、自治協の方から除外や編入について聞かれる場合があ
ると思われます。その際、１個１個委員の方で回答は困難と思われますので、一旦は提出
される書類の事実を確認していただき、外せる外せないという話については、こちらで確
認をさせていただきますので、各地域から出てきた内容で「この地域はここを外そうとして
いるんやな」という事をご認識いただいて提出いただいたらと思いますので、年末ぐらいに
は書類が届くと思われますので、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

説明が終わりました。この件につきまして、まだ未定というところもありますが、ご質問等現
時点でございましたらお願いしたいと思います。
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委員総数２４名中、年次総会と同じく、現在２０名の委員に出席をいただいております。
農業委員会等に関する法律第２７条第３項に総会の成立案件という規定があり、今回、過
半数の出席を満たしておりますので、本総会が成立していることを報告申し上げます。

次に、本総会の日程は本日１日といたしたいと存じますが、これにご異議ございません
か。

異議なし

次に、議事録署名人を指名したいと思います。
署名者は、２２番の西口委員・２３番の喜久永委員にお願いいたします。

本総会の会議は農業委員会等に関する法律第３２条の規定により公開することとなってお
りますので、ご承認いただきたいと思います。

それでは、只今から議事に入ります。
報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による通知については、報告案件ですので一
括して報告をお願いいたします。
事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。

よろしいですかね。
はい、５年に１度の大幅な見直しを行うという事で、また、委員の皆様にはご協力・調整等
が必要でありましたらよろしくお願いいたしたいと思います。

また、いつも３階の農林振興課におりますので、寄って聞いていただいても結構です。
いざ書類が出てきた時に、これ、どういうことなの？という事が出てくると思いますので、ま
た相談していただけたら対応させていただきますのでお願いいたします。
本日は、お時間をいただきましてありがとうございました。

ありがとうございました。

それでは、只今から８月の月次総会を開催いたしたいと思います。
総会の成立報告を事務局からお願いいたします。

続きまして、農地法第３条の許可申請についてを議題といたします。
議案第１号　№１～№７について事務局からの説明をお願いいたします。

議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」をご説明いたします。
総会資料３ページからです。

はい、失礼します。
報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による通知についてご説明いたします。
総会資料１ページでございます。

賃貸借の合意解約がなされ、報告件数１件、筆数は田：２筆、面積は合計4,381㎡の通知
がありましたので報告いたします。

続きまして、報告第2号　総会資料２ページでございます。
使用貸借契約の解約による通知についてご説明いたします。

無償の貸借である使用貸借の合意解約がなされ、報告件数１件、筆数は田：１筆、面積は
６９６㎡についての通知がありましたので報告いたします。
以上です。

説明が終わりました。ご発言ございませんか。

はい、無いようですので、報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による通知については
報告のとおりご承認いただいきたいと思います。
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№１　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は、現在７２ａで取得後は７４ａとなる予定です。
本人の農作業歴は１０年で本人が常時従事されております。
農機具は、耕運機・草刈り機等を所有しており、申請につきましては、露地野菜を作付す
る予定です。
譲渡人が遠方で管理ができず、申請地の隣地を保有する譲受人に買い取ってもらう事に
なった次第で、譲受人の自宅のすぐそばでもあることから、今後も効率的に活用できると
認められます。
なお、周辺地域の農業に対して支障はなく、借受人もございません。

続きまして、№２・№３につきましては譲受人が同一ですので、併せて説明いたします。
明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は3,499aで取得後は3,518aとなる予定です。
譲受人は平成８年に設立された農地所有適格法人で理事３名を含めた構成員５名が常
時従事しており、農機具はトラクター・田植え機・コンバイン・乾燥機・収穫機・動力カルテ・
ローラーリフトをそれぞれ所有されております。
申請地につきましては、田んぼは水稲、畑についてはにんにくや玉ねぎを作付する予定
です。
譲受人は予野地区を中心に大規模に経営している法人でありまして、当該地につきまし
ても同じ地区内でございますので、効率的に活用できると認められます。
なお、周辺地域の農業に対して支障はなく、借受人もございません。

続きまして、№４　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は現在、５６５aで取得後は６０３ａとなる予定です。
譲受人は、令和３年に設立された農地所有適格法人で役員４名中４名が常時従事し、農
機具はトラクター・田植え機・コンバイン・耕運機等必要に応じて１台ずつリースをしてお
り、軽トラック３台と草刈り機につきましては、所有をしております。
当該地につきましては、水稲を作付する予定です。
譲受人は相続で農地を取得したものの管理ができなくなったため、譲渡人の地元で請け
人を探していたところ、本請け人と契約が成立した次第でございまして、譲受人は広域的
に水稲や飼料作物を作付しており、当該地につきましても効率的に作付できると認められ
ます。
なお、周辺地域の農業に対して支障はなく、借受人もございません。

続きまして、№５　詳細は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積は３４５ａで取得後は３５２ａとなります。
農作業歴は本人が１０年、父が６０年で常時従事しています。
農機具は、トラクター・コンバイン・田植え機・乾燥機を各１台所有していて、水稲を耕作さ
れる計画です。
申請地は、自宅から車で５分ほどであることから、取得後も効率的に耕作できると認められ
ます。
なお、周辺地域の農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人もおりま
せん。

続きまして、№６　詳細は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積は２３１ａで取得後は２３７ａとなります。
農作業歴は本人が５０年、妻が４０年で常時従事しています。
農機具は、トラクター・コンバイン・田植え機・乾燥機を各１台所有していて、水稲を耕作さ
れる計画です。
申請地は、自宅から車で５分であることから、取得後も効率的に耕作できると認められま
す。
なお、周辺地域の農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりま
せん。



事務局
（勝本）

議長

中原委員

福地委員

門口委員

森田委員

議長

議長

議長

一同

議長

一同

議長

議長

№５でありますけど、譲受人の方については、学校の先生で農業をするという事で兼業農
家であります。年齢も５３歳ということでありまして、問題はないと思います。

№６の申請ですけど、場所が名阪国道の側道沿いにあります。周りの三方は〇〇さんの
所有する農地でありまして、農地の集約化という意味では非常に効率が図れるという事で
す。

№７　新居地区です。
７月３０日に関係者で立会を行いました。詳細については、事務局の方の説明のとおり
で、この〇〇さんが作業をする作業所近くの田んぼですので、有効に利用されることと思
います。問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

はい、無いようですので質疑を終了し、採決いたします。

議案第１号　№１～№７について、一括して採決することにご異議ございませんか。

続きまして、№７　詳細は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積は７３０ａで取得後は７５５ａとなります。
農作業歴は５年で本人が常時従事しています。
農機具は、トラクター４台、コンバイン３台、田植え機２台を所有していて、水稲を耕作され
る計画です。
申請地は、自宅から車で１０分ほどであることから、取得後も効率的に耕作できると認めら
れます。
なお、周辺地域の農業に対して支障はありません。また、申請地にかかる借受人はおりま
せん。

只今の説明に関連して、花垣地区、河合地区、長田・花之木地区、新居地区の担当委員
の方から現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。

№１　花垣地区です。
７月３０日に現地確認を行いました。№１につきましては、譲受人と譲渡人が両隣という事
で問題はないと思います。

№２、№３につきましては、譲受人が同一で、〇〇さんという事で先ほど事務局さんの説明
のとおりで問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。

河合地区です。
先ほど事務局の説明のとおりで計画的に事業に取り組まれるという姿勢も見受けられ、問
題なしと判断いたしましたので、皆様方の審議をよろしくお願いいたします。

異議なし

議案第１号　№１～№７について、原案とおり許可することに賛成の方の挙手をお願いい
たします。

挙手

全員賛成ですので、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」　№１
～№７については、原案どおり許可することに決定いたしました。

続きまして、議案第１号　№８～№１１について、事務局の説明をお願いいたします。
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№９　明細については総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は１０７ａで取得後の耕作面積は１０７ａとなります。
農作業歴は本人が５０年、妻が３０年で本人と妻が常時従事しています。
農機具については、トラクター・田植え機・コンバイン・耕運機・軽トラックをそれぞれ１台保
有しています。
申請地につきましては、家の裏の畑という事もあり、自家消費程度の野菜を栽培する予定
です。
今回の申請につきましては、譲受人が施設への入所に伴い農作業ができなくなった事か
ら、以前からその農地を耕作管理をされていた譲受人が農地を譲り受けることとなり、取得
後も効率的に耕作できると認められ、周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、
申請地かかる借受人もおりません。

№１０　明細については総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は１８０ａで取得後の耕作面積は１９６ａとなります。
農作業歴は本人が９年、義妹が８年で本人と義妹が常時従事しています。
農機具はトラクター２台、コンバイン１台を保有しており、他の機械につきましては、必要に
応じて親戚との共同利用をしており、現在は水稲を作付されています。
今回の申請につきましては、譲渡人と譲受人は知人であり、譲渡人が高齢で農作業が困
難となってきたため、周辺で耕作されている譲受人が農地を譲り受けるものであって取得
後も効率的に耕作できると認められ、周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、
申請地にかかる借受人もおりません。

№１１　明細については総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は無く、取得後の耕作面積は０．８ａ（８９㎡）となります。
農作業歴は無く、取得後は自家消費程度の野菜を作付する予定です。
今回の申請につきましては、隣のお住まいの譲渡人が高齢と身体的な事由により、畑の
管理ができなくなったため、譲渡人の隣で家を新築している譲受人が贈与という形で畑を
譲り受けるものであり、当該地についても新築中の家の南側で宅地に接している土地であ
るため、効率的に耕作できると認められ、周辺地域の農地に対して支障はありません。な
お、申請地にかかる借受人もありません。
以上です。

只今の説明に関連して、府中地区、阿保地区、中瀬地区、上野地区の担当委員の方から
現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。

府中地区です。
７月２８日に関係者で現地立会を行いました。事務局の説明のとおり別に問題はないと思
いますので、審議のほどよろしくお願いいたします。

№９　阿保地区です。
７月３１日に関係者で現地立会を行いました。先の事務局から説明のあったとおり別に問
題はないと思います。

№８　申請内容については総会資料のとおりです。
譲受人の伊賀市での耕作面積がないため、現地立会時に新規営農面談を行いました。
営農計画書により、佐那具町の農地でトマト・きゅうり等を栽培し、自家消費するとの事で
新規営農者として認められたところです。
農作業歴は本人、家族等ございませんが近隣の方に教えていただき、少しずつ耕作され
るという事です。
農機具は、草刈り機２台を所有しており、トラクター・耕運機は購入する予定です。
申請地は、自宅から車で７分程度であり、実家も近隣にあることから、取得後も効率的に
耕作できると認められます。
周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、申請地にかかる借受人はおりません。



西田委員

玉岡委員

議長

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

事務局
（岡嶋）

西田委員

議長

議長

議長

一同

議長

一同

議長

マックスバリュ（佐那具店）から町の中へ入っていったところです。

旧道？

そうです。旧道です。
マックスバリュから旧道を入ってもらったら〇〇というのが左側にあります。そこから西側へ
７０ｍ～１００ｍほど行ったところの農地です。

道路沿いなんやね。

そうです。少し中に入らなければなりませんが・・・

私が勝手に思って悪いんですが、一反半もある田で農業経験もあまりなさそうな方です
が、大変だと思うし、野菜を作って自家消費する？農業が好きなんですね。いくつぐらい
の方なの。

№１０　中瀬地区です。
７月３１日に関係者で現地立会を行いました。譲受人は地元の農業者でありまして、何ら
問題はないと思います。

７月３１日に関係者一同現地確認を行いました。事務局からのご説明のとおりでございま
す。今、建築中の家のすぐ裏ということで効率よく耕作（野菜づくり）ができると思います。よ
ろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

№８なんですけども、佐那具のどの辺になりますか。場所を教えていただけませんか。

〇〇の西にあたります。

〇〇ってどこ？

他にございませんか。

他にないようですので、質疑を終了し採決いたします。

議案第１号№８～№１１について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

議案第１号　№８～№１１について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願い
いたします。

挙手

３８歳です。

職業は何をされているの？

隣の〇〇です。　自分の親が経営している会社で本人も働いています。

〇〇の息子さん？

そうです。息子さんです。　農地も実家も近いところにあります。

しっかりと野菜を作ってもらうように・・・・

ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」
№８～№１１については、原案どおり許可することに決定をいたしました。
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続きまして、№３　申請地は猪田地区市民センターから北西へ５００ｍほどに位置した第２
種農地です。
申請地は、昭和１０年より住宅敷地の庭園として利用していたことから、現状に見合うよう
是正するため、始末書を添付しての申請となっております。
農地に戻すことも困難であるため、今回の転用はやむを得ないと判断します。
取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透する計画です。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

なお、本日は猪田地区の農業委員さんは欠席されておりますが、７月３０日に関係者一同
で現地立会を行い、問題はないとのご意見をいただいております。
以上です。

只今の説明に関連して、比自岐地区、新居地区の担当委員の方から現地確認の結果及
び補足説明をお願いいたします。

№１　比自岐地区でございます。
２９日に関係者で立会をいたしました。　申請地は、申請者の居宅に隣接するところにあり
まして、原形を見たら完璧な駐車場でした。
事務局の説明のあったとおり、問題はないと判断いたしましたので、よろしくお願いいたし
ます。

７月３０日に立会を行いました。
こちらも、事務局の説明のとおりで、現状が駐輪場と物干し場で農地に戻すことは困難と
思います。　審議の方よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

ないようですので質疑を終結し、採決いたします。

続きまして、議案第２号「農地法第４条にの規定に基づく許可申請について」を議題とい
たします。

議案第２号　№１～№３について、事務局からの説明をお願いいたします。

失礼します。　議案書５ページをご覧ください。
議案第２号　「農地法第４条の規定による許可申請について」ご説明いたします。

№１　明細は総会資料のとおりです。
申請地は比自岐地区市民センターから南東へ３００ｍほどに位置し、第２種農地に該当し
ます。
申請地は、平成２４年から自家用駐車場として利用していたことから始末書を添付しての
申請となっており、農地に戻すことも困難なため、今回の転用はやむを得ない判断しま
す。
取水もなく、排水は雨水のみで、既設水路へ放流にて処理をします。また、現状のまま利
用する事から新たな造成工事は無く、必要な資金も発生しません。
隣接する土地所有者には事業内容を説明済みであり、周辺の農地に対して支障はありま
せん。

№２　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、伊賀鉄道の新居駅から西へ１００ｍほどに位置した第３種農地です。
申請地は、平成３０年より住宅敷地の駐輪場及び物干し場として利用していたことから、現
状に見合うよう是正するために始末書を添付しての申請となっております。
農地に戻すことは困難であるため、今回の転用はやむを得ないと判断します。
取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透する計画です。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。
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議案第３号　№１～№４について事務局からの説明をお願いいたします。

失礼します。　議案書６ページをご覧ください。
議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　を説明いたします。

№１　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、伊賀鉄道依那古駅の東へ１㎞ほどに位置し、第２種農地に該当します。
申請地は、〇〇というお寺の向かいにあり、譲受人は現在、〇〇の住職をされておりま
す。前の住職が亡くなった事により、財産を相続した譲渡人と新たに住職となった譲受人
がお寺にかかる財産について整理していたところ、お寺の休憩所と駐車場として使用して
いる敷地が農地であった事から申請されたものです。
始末書を添付しての申請となっており、農地に戻すことは困難であるため、今回の転用は
やむを得ないと判断します。
また、現在の駐車場に加えて新たな駐車場を５台分増設する計画で、工事計画は許可日
から令和７年１２月３１日までとなっております。
土地造成は整地のみで取水は無く、排水は雨水のみで敷地内水路より既設水路へ放流
にて処理をします。
資金計画については、預金通帳の写しが提出されており、必要な資金が確保されている
ことが確認しております。
隣接する土地所有者には事業内容を説明済みであり、周辺の農地に対して支障はありま
せん。

№２です。　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、伊賀鉄道丸山駅より北西へ３００ｍほどに位置し、国道４２２号線沿いにあり、
第２種農地に該当します。
譲受人は、現在、株式会社〇〇の役員をしています。
譲渡人は、遠方で農地の管理ができないことから、申請地の近くで会社を営んでいる株
式会社〇〇へ相談し、既存の敷地が手狭なことから車両置き場として利用する事となり、
申請されたものです。
株式会社〇〇は平成４年５月に設立され、自動車板金塗装及び整備、自動車販売等の
事業を営み譲受人と株式会社〇〇との間で賃貸借契約を交わす予定であり、今回の転
用はやむを得ないと判断します。
工事計画は、許可日から令和７年１０月３１日までの計画で、土地造成は整地のみ、取水
は無く排水は雨水のみで地下浸透及び既設水路への放流にて処理をします。
資金計画については、預金通帳の写しが提出されており、必要な資金が確保されている
ことを確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

議案第２号　№１～№３について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

議案第２号　№１～№３について、原案どおり決定することに賛成の方は挙手をお願いい
たします。

挙手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第２号　「農地法第４条の規定による許可申請について」　№１
～№３については、原案のとおり許可相当とすることに決定いたしました。

続きまして、議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　を議題といた
します。
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№３です。　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、名阪国道下柘植ＩＣから北東へ５００ｍほどに位置し、第２種農地に該当しま
す。
譲受人は、申請地に隣接する宅地を購入し、自宅と社会保険労務士の事務所として一体
利用するために申請されたものです。
申請地の〇〇番と〇〇番の２筆については、既に譲渡人が昭和４２年より倉庫敷地として
利用していたことから顛末書を添付しての申請となっています。
また、〇〇番と〇〇番については、今後、譲受人が自宅の庭と事務所の来客用駐車場と
して利用したいとの事から申請されたもので、今回の転用はやむを得ないと判断します。
庭と駐車場にかかる工事期間は、許可日から令和７年１２月３１日までとなっており、土地
造成は整地のみの計画です。取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透にて処理をしま
す。
資金計画については、預金通帳の写しが提出されており、必要な資金が確保されている
ことを確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

№４　詳細については総会資料のとおりです。
申請地は、服部町公民館から南東約２００ｍに位置する土地で、周辺の状況から第２種農
地と判断いたします。
施設の概要は、居宅１棟の新築で、建築面積は１１４．４４㎡許可基準である建ぺい率２
０％を満たしております。
土地造成は整地のみで、取水は上下水道から引き込み、汚水は合併浄化槽から公共下
水道へ接続放流、雨水は既設水路に放流します。
資金計画については、資金証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを
確認しております。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みで、周辺農地に対して支障はありません。
なお、申請地は、居住家屋が多く宅地化が進んでいる区域であることから転用はやむを
得ないものと考えます。

只今の説明に関連して、依那古地区、西柘植地区、府中地区の担当委員の方から現地
調査の結果及び補足説明をお願いいたします。

依那古地区です。　№１と№２がございます。
７月３１日に現地立会を行いました。
№１につきましては、休憩所と倉庫となっておりまして、これはお寺が使用しておりまして、
今回お寺の住職が買うという事からこういう状態で、農地を宅地に変更したいというような
事でございます。
これはやむを得ない話ではないかと思われます。

№２につきましては、私の地区でございますが、これにつきましては、以前、譲渡人が現在
滋賀県におられますもので、地区で花壇として利用していこうじゃないかという事で老人ク
ラブがその世話をしていたんですけど、老人クラブが解散したものですから、その土地を
返すという事で返却をした経緯で、返された方も困ったとの事でたまたま近くで自動車屋
をしている方がおられましたので、その方に購入していただくという事ですのでよろしくお
願いいたします。

西柘植ですけども、７月２８日に関係者一同現地確認を行いました。
先ほど事務局から説明のあったとおり、現在、申請地は住居敷地内の土地なんですけ
ど、事務所と住居という事で問題はないと思います。　よろしくお願いいたします。

７月２８日に関係者で現地立会を行いました。
事務局の説明どおりで何も問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。
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ないようですので質疑を終結し、採決いたします。

議案第３号　№１～№４について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

議案第３号　№１～№４について、原案どおり決定することに賛成の方の挙手をお願いい
たします。

挙手

全員賛成ですので、議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　№１
～№４については、原案どおり許可することに決定をいたしました。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

続きまして、議案第３号　№５～№１３について、事務局の説明をお願いいたします。

№５　申請内容は総会資料のとおりです。
申請地は、法花集落センターから北東に３００ｍほどで７月に農用地区域内から農業用施
設用地に用途変更されました。
譲受人の農業生産法人株式会社〇〇は法花地区を中心に施設栽培を行っている認定
農業者です。
申請地は、令和２年から農業用施設として農業用倉庫・休憩所・駐車場として利用してい
たことから、現状に合うよう是正するために始末書を添付しての申請となっており、農地に
戻すことも困難であるため、今回の転用はやむを得ないと判断します。
取水は無く、排水は雨水のみで既設水路に放流します。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

続きまして、№６　申請内容は総会資料のとおりです。
申請地は、成和西小学校から西に１５０ｍほどに位置した第２種農地です。
譲受人の〇〇株式会社は平成２６年８月２日に設立され、主に太陽光発電事業を行って
いる会社です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。
申請地は、譲渡人と譲受人が太陽光発電施設として利用する事を了承したものであり、転
用はやむを得ないと判断します。
土地造成は整地のみで、取水は無く、排水は雨水のみで既設水路に放流します。
また、周囲にフェンス等を設置し、太陽光パネルを５２８枚設置、フィット工によらない太陽
光発電施設になっております。工事計画は令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで
の計画です。
資金計画については、資金証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを
確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。



事務局
（勝本）

事務局
（勝本）

事務局
（勝本）

続きまして、№７　申請内容は総会資料のとおりです。
申請地は、東高倉地区公民館の西隣に位置した第３種農地と判断します。
譲受人の株式会社〇〇は令和３年９月２２日に設立され、主に太陽光発電事業を行って
いる会社です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。
申請地は、譲渡人と譲受人が太陽光発電施設として利用することを了承したものであり、
転用はやむを得ないと判断します。
土地造成は整地のみ、取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透です。周囲にフェンスを
設置し、防草シートを敷設します。太陽光パネルを１６２枚設置、フィット工によらない太陽
光発電施設となっております。
工事計画は、許可日から令和７年１２月３１日までの計画です。
資金計画については、資金証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを
確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺の農地に対して支障はありま
せん。

続きまして、№８　申請内容は総会資料のとおりです。
申請地は、JAいがふるさと上野北支店の道向かいの西側の土地で、第２種農地と判断し
ます。
施設の概要は、８９６㎡の内４１４．３４㎡地積測量図に添付された一部転用で居宅の新築
です。居宅につきましては、転用面積４１４．３４㎡で建築面積が９１．０９㎡であるため、建
ぺい率は２２．０４％となり、許可基準の２２％を満たしております。
土地造成は整地のみで取水は上水道、汚水生活排水は公共下水を利用します。雨水に
ついては、自然浸透及び屋外雨水排水工事を行い、既設水路に排出します。
また、コンクリートブロックを設置して土砂の流出を防ぎます。
資金計画については、銀行ローンの事前審査が通っており、必要な資金が確保されてい
ることを確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みで、周辺農地に支障はなく、今回の転用
はやむを得ないものと考えます。

続きまして、№９と№１０は譲受人が同一の案件ですので、併せて説明させていただきま
す。　№９、№１０　申請内容は総会資料のとおりです。
２件の申請について、譲受人が同じですが農地は隣接せず、１００ｍほど離れていることか
ら２つに分けての申請です。
申請地は、西山地区の春日神社から南西へ３００～４００ｍに位置した第２種農地と判断い
たします。
譲受人の株式会社〇〇は昭和５３年３月４日に設立され、主に太陽光発電事業を行って
いる会社です。
施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。
申請地は、譲受人が譲渡人に太陽光発電施設として利用したいと申し出たところ、了承し
たものであり、転用はやむを得ないと判断します。
土地造成は整地のみで、取水は無く、排水は雨水のみで自然浸透の計画です。また、周
囲にフェンスを設置し、太陽光パネルを№９については１７０枚、№１０につきましては１２８
枚を設置、フィット工によらない太陽光発電施設となっております。
資金計画については、資金証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを
確認しています。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。



事務局
（勝本）

事務局
（山出）

続きまして、№１１　申請内容は総会資料のとおりです。
申請地は、猪田神社から北に４００ｍほどに位置した第２種農地と判断します。
譲受人の〇〇合同会社は令和元年９月９日に設立され、太陽光発電事業を行っている会
社です。
施設の概要は、申請地とそれに隣接する宅地と雑種地を利用して太陽光発電施設として
利用するものです。
申請地は、譲渡人と譲受人が太陽光発電施設として利用する事を了承したものであり、転
用はやむを得ないと判断します。
土地造成は整地のみ、設置後は人員的に草刈りを実施します。取水は無く、排水は雨水
のみで自然浸透及び既設水路へ放流します。また、周囲にフェンスを設置し、太陽光パ
ネルを１６６枚を設置、フィット工によらない太陽光発電施設となっています。
工事計画については、許可日から令和７年１０月末までの計画です。
資金計画については、資金証明書が提出されており、必要な資金があることを確認してい
ます。
隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

また、本日、猪田地区の農業委員さんは欠席されておりますが、７月３０日に関係者一同
で現地立会を行い、問題はないとのご意見をいただいております。

続きまして、№１２　明細については総会資料のとおりです。
申請地は、名阪国道上野東ICより北に５００ｍほどに位置する土地で、都市計画法第８条
第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地であることから第３種農地に該当
します。
申請概要については、建設業務にかかる資材及び重機の置場として活用する計画で、既
存の用地に隣接する土地で利便性もよく、旧市街化区域の農地で長年耕作されていない
ことから、今回の転用はやむを得ないと判断します。
計画概要として、工期は許可日から令和７年１０月３１日までで、土地造成は整地のみで
取水・汚水は無く、排水は雨水のみで地下浸透及び集水桝より既設水路へ放流します。
工事にかかる資金計画については、残高が証明できる書類も提出されており、必要な資
金が確保されていることを確認しています。
また、隣接する土地所有者には申請内容を説明済みで、周辺農地に対して影響はありま
せん。



事務局
（山出）

議長

門口委員

森田委員

続きまして、№１３　明細については総会資料のとおりです。
申請地は、伊賀鉄道四十九駅のホーム東向いに位置する線路沿いにある農地で、都市
計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地であることから、第
３種農地に該当します。
申請概要については、譲渡人の母親がその申請地で生活をしておりましたけども令和５
年１月にお亡くなりになりまして、その後、その娘さんが土地と建物を相続いたしましたが
本人も遠方で生活しており、今後、伊賀市で生活することもないとの事で、その土地を売
却し購入された業者さんからこの度、宅地と農地を含めてのコインランドリー店舗とその利
用者の駐車場として活用する計画で申請となりました。
宅地に囲まれた狭小な農地であって、長年耕作されていないことから、今回の転用はや
むを得ないと判断します。
計画概要として、工期は許可日から令和８年１月３１日までの計画で、土地造成はコインラ
ンドリー店舗併用で１棟、利用者駐車場７台分を設ける計画で、取水については伊賀市
上下水道を利用、施設内の汚水・雑排水は浄化槽で対応いたしまして、その他の排水
（駐車場の雨水など）については、境界に設置する集水桝より排水路へ放流する予定で
す。
工事にかかる資金計画については、農地転用に必要な資金に関する融資の証明書も添
付されており、必要な資金が確保されていることを確認しています。
また、隣接する土地関係者への説明及び了承も得ており、工事に伴う関係機関（伊賀鉄
道・警察・市等）とも協議済みで、周辺農地に対して影響はありません。

只今の説明に関連して、花之木地区、新居地区、久米地区の担当委員の方から現地調
査の結果及び補足説明をお願いいたします。

№５です。
事務局の説明のとおりで、実態は５年ほど前から農舎（農作業用の施設を含めて）運営し
ているという話がありまして、〇〇につきましては、この周辺でハウスとか稲作とかを手広く
やっているという事でありまして、実際の使用者の方に売却されたという事です。内容につ
いては、何ら問題はないと判断いたしました。

№６なんですけども、太陽光発電の設置の件になります。
面積の方は2,600㎡と非常に広い土地でありますけども、その隣接する農地も既に太陽光
発電が設置されております。
排水の関係ですが、現場でも確認いたしまして、既設水路については一部変更して新設
するという事で、排水についても問題はないと思われます。また、メンテナンスもするという
事で致し方ないと思います。
よろしくお願いいたします。

№７です。　住宅地内の耕作放棄地で草もだいぶ伸びていたんですけど、今回、太陽光
発電という事で、家は隣接しているんですけども景観的に草が伸び放題の耕作放棄地よ
りも景観は保たれているのかなという感じがして、近所の方も反対されていないようなので
仕方ないのかなと思いました。

№８の地区の住宅なんですけど、こちらも耕作放棄地になっている田んぼを太陽光という
事なんですけど、排水に関しては水路とか何かを増設していかなければならないような工
事が大掛りになるようなところなんですけど、景観的にも近くに田んぼもあまりないところな
んで近隣に耕作されている方には迷惑がかからない場所に建つような感じです。

№９、№１０の太陽光なんですけど、西山地区が見渡せるような一番の高台のところにある
土地で急な坂道を登って行ったんですけど、今、現状が境目もわからないくらいに草が生
い茂っており、測量からこの土地で大丈夫だと思うんで・・・　会長さんわかりますか　一番
高台で島ケ原寄りのところでした。
その一番高台のところとその横に設置されるとの事です。　どんなふうになるかちょっと不
安なんですけど・・・　申請が出ているので太陽光発電になると思います。
審議の方よろしくお願いいたします。



玉岡委員

議長

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）
事務局
（矢野）
事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

№５ですけど、これ、農振区域という事ですよね。

農振区域の農用地だったんですけど、７月に施設用地に変更されまして、その変更を受
けて、今回、農転の申請となっています。

これ、農業施設なら別に除外しなくてもよかったのでは？

いいえ、農用地から農業施設用地に変更をしておかないと建物（倉庫や農舎）を建てるこ
とができないので、申請は必要となります。

農振を抜けたらそうなのかな

そうです。

№１２　久米地区です。
７月３１日に現地確認を関係者一同で行いました。先ほどの事務局からの説明のとおりで
す。
私もここは近くですので、今まで農地パトロールでも雑草が生い茂ってどこが境目かわか
らないことろだったんですけども、〇〇さんの重機が置いてあるところで、窪地に水が溜
まって環境に悪い状態だったんですけども、少しでも重機置場や資材置場にしていただ
けるのならありがたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

続いて、№１３　７月３１日に関係者一同現地確認を行いました。この物件についても先ほ
ど事務局からの説明のとおりでございます。
伊賀鉄道四十九駅近くの踏切のところですが、ここにおばあさん住まいされていたんです
けど、周りが荒れ放題で雑草も生い茂っておりますけど、今回、購入された〇〇さんが造
成されてコインランドリーという事で、駅周辺も環境が良くなるなと思っています。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

除外はせずに施設用地に用地区分を変更したという事なの？

そういう事です。

これはどんな規模であってもしなくてはならないの？

規模までは・・・？

農振区域でちょっとした小屋みたいな物を建てる場合で、規模が小さかったらいらないの
では？

２ａ未満という規定はありますけど、その場合は届出で済むのですが・・・

一般の農地だったらどうなの？

ダメです。

一般の農地だったら別にいいの？

農地にはダメです。　農業用施設用に変更をしておかないとダメです。

先ほど、勝本が農振除外という回答をしましたが、除外はされておりません。

除外はしておりませんでした。　すいません。

今回は、駐車場も含めて大きな面積を変更したという事ですね。

はい、そのとおりです。



西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

事務局
（勝本）

西田委員

議長

議長

一同

議長

一同

だから、今回は農地法（５条）で許可をとって、そして分筆して新しい筆をつくって登記を
するという事ですね。

そういう事です。

農地法では別に分筆を求めていないんですね。

分筆までは求めていません。　地積測量図があれば大丈夫という事ですので

きちんとした土地を確定しなくてもいいという事なの？
どこかを転用しますという内容で農地法として許可を出せるのかという話です。

それは無理です。

はい、わかりました。
それから、もう１点、№８なんですけど、８９６㎡の内４１３㎡という話なんですけど、これで登
記が付けられるの？

登記は付けられるみたいです。代理人が先に測量をして法務局との事前協議をしてある
ようでして、今は一部転用ですが後ほど分筆をして登記を付けるとの事です。

分筆をしないと登記できないでしょ。　全体の内、これだけ宅地ですという話にはならない
と思うが・・・

登記上はそうです。

だから、登記に持っていくときでも８７６㎡の内、４１３㎡分の５条転用の許可がとれましたっ
て言って登記ができるのかと思って・・・
筆をおこして、転用しました。宅地にしますと言って登記所に持っていくというやり方かなと
思ったもので・・・

それは代理人に確認が取れているので大丈夫です。　法務局でも確認をとっています。

大丈夫なんですね。

他にございませんか。

ないようですので質疑を終結し、採決いたします。
議案第３号　№５～№１３について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

無理だったらこの件はどうなるの？

測量も済んでいて、現地を示す杭も打ってある。

現地はそうかもしれないけど、要は分筆、土地を確定してからでないと農地法５条の手続
きはできないのではという事を聞いているんですけど・・・
農地の特定をして、初めて農地法の手続きをするのではないの

どこに住んでいるかという農地の特定はされています。

現地は特定されているかはしれないですけど、書類的に（登記的の話だけど）〇〇－〇と
なっている所を〇〇－〇とかにして農地法の手続きをする。

本来それをしていただけたらありがたいんですけど（制度として農地の測量など）

議案第３号　№５～№１３について、原案どおり許可することに賛成の方の挙手をお願い
いたします。

挙手（賛成多数）



議長

議長

事務局
（矢野）

事務局
（矢野）

議長

中原委員

議長

議長

一同

議長

議長

事務局
（矢野）

１件

只今の説明に関連して、花垣地区の担当委員から現地確認の結果及び補足説明をお願
いいたします。

花垣です。　７月３０日に確認に行きました。
事務局の説明どおりで、現状として山林となっておりまして、畑には戻らないという事が現
状ですので、よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。
議案第４号　№１について、原案どおり許可することに賛成の方の挙手をお願いいたしま
す。

挙手

全員賛成ですので、議案第４号　「非農地証明下付願について」　№１は原案どおり証明
することに決定をいたしました。

賛成多数という事で、議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　　№
５～№１３については、原案どおり許可相当とすることに決定いたしました。

続きまして、議案第４号　「非農地証明下付願について」を議題といたします。
議案第４号　№１について、事務局からの説明をお願いいたします。

議案第４号　非農地証明下付願についてご説明いたします。
総会資料の８ページでございます。

№１　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、花垣地区市民センターの北東３００ｍほどに位置する山林の中の土地で、第２
種農地に該当します。
当該地につきましては、昭和４８年ごろに植林し、現在も山林として利用しています。
木の太さ等から２０年以上経過していることが確認でき、当該地を農地に戻すことは困難
で、周囲に影響はなく、非農地として判断することはやむを得ないと判断いたします。
以上です。

続きまして、議案第５号「農用地利用集積等促進計画案について」を議題といたします。
事務局の説明をお願いいたします。

議案第５号の説明に入る前に、№８１の借受人につきましては、新規営農者に当たるた
め、８月１日に新規営農審査会を行いました。
このことの内容について、譲受人の〇〇さんは年齢３０歳で４年ほど前から自然循環型農
業を独自で学び、自然農法による果樹園をするために農地を探していたところ、２０２４年
度農地中間管理機構による三重農業ビジネスプランコンテストの募集を見て応募し、当該
農地において、ブルーベリーを中心に栽培する内容で採用された方です。
本人と妻が兼業ですが常時従事し、ハンマーナイフモアや草刈り機等の機械も購入済み
で、荒れていた当該農地を既に整備し、きれいにした状態でブルーベリーやキウイ・ムク
ナ豆等を栽培中でございます。
新規営農者の内容は以上です。

事務局
（勝本）

総会資料９ページをご覧ください。
議案第５号　「農地利用集積等促進計画について」　ご説明します。

農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条第３項により、伊賀市長より農用地利用
集積等促進計画の決定を求められております。

利用権設定された土地として、新規設定２９件で田：４６筆、畑：７４筆で計画面積が合計３
８０，１７１㎡です。

詳細につきましては、議案書１１ページをご覧ください。

花之木地区 整理番号８０ 　筆数：７筆 　面積：３，４２５㎡
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事務局
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事務局
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議長

事務局
（勝本）

議案書１２～１３ページ

花垣地区 整理番号８０ 　筆数：５４筆 　面積：１８２，７３４㎡

議案書１５ページ

議案書１２ページ

古山地区 整理番号８１ 　筆数：５筆 　面積：３６，１４３㎡

議案書１８～２１ページ

河合地区 整理番号８４～９０ 　筆数：２１筆 　面積：２１，５８３㎡

議案書２２ページ

古山地区 整理番号８１ 　筆数：１筆 　面積：１０，９０２㎡

議案書１６ページ

花垣地区 整理番号８２～８３ 　筆数：７筆 　面積：４５，１４２㎡

議案書２４ページ

壬生野地区 整理番号９３～９４ 　筆数：２筆 　面積：３，１８７㎡

議案書２６～２９ページ

玉瀧地区 整理番号９１ 　筆数：１筆 　面積：１，０３１㎡

議案書２３ページ

依那古地区 整理番号９２ 　筆数：１筆 　面積：６２０㎡

先ほど申し上げましたように、田：４６筆、畑：７４筆、合計：１２０筆で面積は３８０，１７１㎡で
す。

続きまして、売買事業について説明させていただきます。
総会資料３５ページをご覧ください。

整理番号１０９
所有権の移転を受ける者は、松阪市の公益財団法人　三重県農林水産支援センター
代表理事　中野　敦子さんで、所有権を移転する者は、朝屋の〇〇さんです。
所有権を移転する土地は、朝屋地内の田：２筆、面積は合計４，３８１㎡です。
農地売買等事業により引き渡しを行う日は、令和７年１０月２３日を予定しております。

整理番号１１０
所有権の移転を受ける者は、朝屋の〇〇さんで、所有権を移転する者は、松阪市の公益
財団法人　三重県農林水産支援センター　代表理事　中野　敦子さんです。
所有権を移転する土地は、朝屋地内の田：２筆、面積は合計１，３８１㎡です。
農地売買等事業により引き渡しを行う日は、令和７年１０月２３日を予定しております。

以上の農地利用等促進計画の内容は、権利の設定を受けた後において、備えるべき要
件である耕作の作業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用し、また、耕作に必要な
農作業についても常時従事すると認められ、農地中間管理事業の推進に関する法律第１
８条第５項第２号及び第３号の要件を満たしております。
以上が農用地利用集積計画の説明となります。　以上です。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

山田地区 整理番号９５～１００ 　筆数：８筆 　面積：１４，８１９㎡

議案書３０～３３ページ

上津地区 整理番号１０８～１０８ 　筆数：１３筆 　面積：２９，７６５㎡
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議長

議長

野菜の苗ですか？

お花の苗です。今は野菜の苗も作っておられますが、主に花の苗でポットに植えて、ここ
らだったらコメリとか大きなホームセンターへ卸してくれています。
規模的にこの地域にないような規模になっています。

親族がたまたま予野に土地をもっていたから、ここで栽培をするという事ですね。

その辺の経緯までは分かりかねます。

元々、大阪から来て、農地を借りて少しずつ経営してくれていましたが、だんだん規模が
拡大されてきました。

この近所で？　ここら辺でやられているんですか？

№８２、№８３ですが、設定を受ける方は大阪八尾の会社なんですけども、施設園芸、こ
れ、予野でされるの？それとも、予野の畑をされるの？
八尾からだいぶ距離があるんですけど・・・・　効率的に栽培とかできるなどの要件に合致
しているんでしょうか？

こちらの案件は再設置行きとなっておりまして、実際は再設定となっており、間が空いたた
め新規扱いになっていますが、もう、何年も前からこちらで施設園芸を大々的にやってい
る方なので・・・

もう、２０年前からやってくれています。
大きな苗（種苗）の施設で大阪（本社等）へ配送したり、こちらで苗を大きくしたりとかしてく
れています。
兄弟で経営されておりまして、どちらかが当市のゆめが丘で住んでおられるはずです。

そんな感じですね。　名前がいっしょやから

№８３の方が住所がゆめが丘になっています。

大阪（八尾）でも結構有名な会社で、大規模にやってくれています。

挙手

ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第５号　「農地利用集積等促進計画案について」は、計画案のと
おり意見の決定をすることといたします。

以上で本日の議案の審議及び報告事項はすべて終了いたしました。

続きまして、事務局からの連絡事項等はございませんか。

この近辺で初めは小さくされていたんですが、だんだん大きくされてきました。
大きな会社ですので・・・

今回、№８２と№８３を合わせて４ｈａぐらいありますので、これがほぼすべて敷地面積にな
るかなと思います。

これ、初めて伊賀でやろうという事になった訳ですか？

この案件については新規再設定となっているんですけども、実際は２０年ほど前から伊賀
で経営されていて、こちらは既に契約は出されていたんですけど、時期がずれてしまって
契約手続きが１ヶ月～2ヶ月の間が空いてしまったので新規という扱いになってしまってい
るだけで、正味は再設定（継続）という内容です。

他にございませんか。

ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。
議案第５号について、計画案のとおり意見の決定をすることに賛成の方の挙手をお願い
いたします。



事務局長

事務局長

議長

すいません。　事務連絡としまして総会の事項書をご覧いただきたいんですけども、３つ目
のその他の項です。
○（まる）の１つ目は冒頭で説明していただきました分で、２つ目の○（まる）農地利用状況
調査と言いまして、通称「農地パトロール」と言っているものなんですけど、これを１０月、１
１月の２ヶ月で行いますと、そのための説明会を１０月１日（水）の午後２時から予定してお
ります。場所については、ゆめが丘の「ゆめぽりすセンター」の方で行う計画をしておりま
す。
また改めてご案内申し上げるんですけど、この会議については、これだけでなく農業委員
さんと農地利用最適化推進委員さんと合わせて８０名の合同研修会という形で行わせてい
ただいて、最初に県農業会議の方から研修をしていただいて、その後にパトロールの説
明をさせていただくという２本立てで行いたいと思います。
それで、今回の農地パトロールにつきましては、タブレット端末を使用したいと思っていま
す。現在、タブレット端末をご自宅の方で保管されている方もおられると聞いておりまして、
今の状態では使用することができないので、市の方でアップデートをして使える状態にし
ますので、９月１０日までにタブレット端末をご自宅の方でお持ちの方は、一旦、事務局の
方へ用事等がありましたらご持参いただきたいと思います。
９月１０日までに、一旦ご返却という事でよろしくお願いしたいと思います。

次に、他の課の所管案件ですけども、このチラシを入れさせていただいていますが、いよ
いよ８月２７日に「伊賀流忍者体験施設」がオープンしますという事で、明日、明後日なん
ですけども、中心市街地周辺でライトアップイベントがあります。みなさんのご近所の方だ
とか、市内、市外の親族やお知り合いの方に対して、ＰＲをよろしくお願いいたしますという
事です。
事務局からは以上でございます。

議事録署名者

西口　育男 ㊞

議事録署名者

喜久永　冨美代 ㊞

次回の総会は９月１０日の１３：３０から２階の２０２・２０３会議室で行います。
本日は、ご苦労様でした。

　　会長は議事録を作成し、議事録署名者とともに署名する。

令和　７年　９月１０日

会　　長

坂本　榮二 ㊞


